
、
縁

曾學濟纒學大國帝都京

叢
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輪爾

…叢

錯
鶴
吐
會
改
造
哲
學
及
び
連
帯
思
想

加
特
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

階
級

に
就

い
て

・

・

…

基
督
教
交
明
の
獲
展
概
論

時

外醐

地

租

論

・

小
作

調
停
法
案

に
就

て

・

説

苑

蕾

岡

山
藩

の
計肛
倉
法

に
就

て

・

…雑

憩
弥

栄
國
研
究
の
必
要

…

性

別
年
齢
別
失
業
統
計

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
生
誕

二
百
年

文
學
術
士

渋
墨
博
士

友
學
博
士

渋
墨
穂
士

法
學
博
士

法
學
博
士

経
濟
學
士

渋

墨

士

経
済
學
士

法

學

士

米

田
庄

太

郎

　

田

島

錦

治

高

田

保

馬

財

部

艀

治

小

川

郷
太
郎

河

田

嗣

郎

黒

正

巖

本
庄

榮
治

郎

岡

崎

山火

規

本

庄
榮
治

郎 創
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…
卜
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ー
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'

加
.特

力

教

肚

會

論

者

に
就

て

'

'

田

島

「

錦

治

一

緒
論

二

基
督
教
的
泄
會
主
義
の
要
領
。
真

名
構
の
不
通
常
な

る
こ
ε
。
社
倉
的
加
特
力
添
こ
冠
會
的

プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
涯
ミ
の
別
。
祉
會
的
加
持
力
滋

ε
肚
會
土
義
叉
に
画
家
祉
會
主
義

ミ
の
異
な

ろ
馳
及
び
似
た
ろ
趾
…。

ラ

ラ

一塁

加
持
力
的
肚
會
論
者

に
共
通
の
鮎
、及

び
其
二
大

分
滋

-
保
守
派
、自
由
派
叉
は
ア

y
ジ
エ
派
、

2
改
革
派
・
灌
力
派
叉
に
リ
エ
ー

ジ
涯
。

(

(

四

保
守
派
即
ち

ア
ソ
ジ
エ
涯
の
國
凍
　観
。
同
派
の
肚
會
改
頁
論
、
同
派
の
實
際
の
締
結
〇

五

ル
・
プ

レ
i
氏

の

一
派
即

ち
肚
會
雫
和
團
艦
派

六

改
革
派
即
ち

リ
エ
ー
ジ
派
の
画
家
観
。
同
派

の
肚
會
改
頁
論
、
同
派
の
實
際
の
帰
結
。

結
論

喀

近
来
我
国
に
於
て
も
、
謂
ゆ
る
肚
會
問
題
特
に
勢
働
問
題
が
、
欧
米

の
先
蹤
を
追
ひ
て
、
年

々
益
々
激
岳
ε
な

る
に
連
れ
、
之
が
蕾

に
経
済
學
者
肚
會
學
音
叉
は
政
治
家

の
筆
舌
に
依
り
て
、
縦
横
論
議

せ
ら
る
る
の
み
な
ら
す
、

從
來
久
し
く
之
に
は
冷
淡
に
し
て
相
閲
せ
ざ
る
如
き
態
度
を
持
し
π
る
我
国
の
宗
激
家
特
に
佛
激
諸
派
は
、
漸
く

之
が
.研
究
及
び
之
が
解
決

の
施
設
に
留
意
す

る
に
至
れ
り
。
或
宗
派
ば
近
年
肚
會
問
題
研
究
所
を
設
立
し
、
専
門

論

叢

加
特
力
教
の
砒
會
論
者
に
就
て

.

第
十
六
巻

(第
三
號

【
七
V

四
四
一

㌧



「

胃

論

叢

加
持
力
教
の
冠
省
論
者
に
就
て

.

第
+
六
巻

(第
三
號

「
八
)
」
四
四
二

學
者
を
聴
し
て
其
講
義
を
公
開
し
、
叉
は
之
を
其
宗
派
に
属
す
る
僧
侶

求
聴
か
し
め
、
他

の
楽
派
は
其
布
敷
師
を

工
場
鑛
山
火
は
農
村

に
叛
遣
し
て
、
説
激
を
爲
さ
し
め
「
以
て
労
働
争
議
小
作
争
議
等
の
豫
防
調
停
の
敷
果
を
禦

ぐ

る
を
勉
む
℃
余
の
不
敏
な
る
亦
葉

群
宗
派
の
招
聘

に
慮
じ
て
、
砒
會
問
題
に
關
す

る
講
義
を
駕
し
た
る
こ
ε
敷

吹
聴
ピ
し
て
は
某

々
宗
派

の
高
層
ざ
日
を
同
ふ
し
て
、
同

一
の
演
壇
に
更
る
更

る
上
り
て
、
此
問
題
の
解
決
を
叫

び
た
る
こ
ε
亦
往
々
こ
れ
有
b
な
り
。

余
は
面
前

に
我
国
佛
轍
諸
宗
涙
が
、
此
問
題

の
研
究
及
び
解
決
に
向

て
年
々
其
熱

一6
及
び
努
力
を
加
.ふ
る
を
見

て
欣
喜
の
情

に
堪
え
ざ
る
も
の
あ
り
。
熱
れ
こ
も
顧
み
て
欧
洲
の
天
を
望
む
ε
き
は
、
彼
地
の
宗
敏
家
は
、
既

に

前
世
紀
の
初
期
よ
b
之
が
研
究
に
潜
心
し
、
而
し
て
之
が
解
決
に
向
て
の
奮
戦
苦
圖

は
、
今
日
に
至
り
て
然
々
其

烈
度
を
加

へ
つ
つ
あ
り
。
且
此
等
基
督
漱
曾
侶

の
著
書
又
は
論
文
に
し
て
、
高
邁
な
る
意
見
深
遠
な
る
理
論
を
獲

露
す
る
者
亦
砂
か
ら
す
。
余
を
し
て
率
直
の
言
を
吐
か
し
む
る
を
許

さ
ば
、
余
は
肚
會
問
題
に
閲
し
て
は
、
我
佛

激
諸
宗
振
の
智
識
及

び
行
動
は
、
彼
基
督
敏
新
笛
各
派
の
そ
れ
等

に
及
ば
ざ
る
省
ほ
甚
だ
遠
し
ε
謂
は
ざ
る
を
得

す
。
然
れ
こ
も
余
の
此
言
は
、
敢

て
彼
を
賞
揚

し
我
を
既
掬
す
る
の
意

に
非
す
。
余
は
此
差
違
の
寧
ろ
當
然
な
る

を
認
む
、
何
ε
な
れ
ば
、
輓
近
肚
曾
問
題
の
護
生
は
彼
の
我

に
先

つ
こ
ε
半
世
紀
を
超
え
、
其
増
長
激
甚
の
度
は

我

の
彼

に
及
ば
ざ
る
も
の
街
ほ
甚
だ
人
な
れ
ば
な
り
。

黙
れ
こ
も
我
国

に
於
け
る
祉
會
問
題
は
年
を
逐
ひ
て
増
長
し
、
而
し
て
我
國
佛
漱
各
宗
派
の
之
に
留
意
す

る
こ



凸

ご
漸
く
大

ご
な
り
た
る
今
日
に
於
て
、
欧
洲

に
於
け
る
基
督
鍛
各
宗
派
の
高
層
が
如
何
に
此
問
題
を
理
解
し
又
之

を
取
扱
.ふ
か
や
.考
査
す

る
は
、
並
並
し
無
用
に
非
ざ
る
べ
し
。
足
れ
余
が
本
論
を
草
し
た
る
所
以
な
り
。
但
し
本
論

に
於
て
は
軍

に
基
督
僕
敷
即
ち
加
持
力
激
の
祉
會
論
者
に
就
て
の
み
の
説
明
に
止
め
だ
る
は
、

一
は
此
涙

の
方
が

新
激
振
の
方
よ
b

一
層
重
要
な
り
ε
思
考
せ
る
が
爲
に
し
て
、
二
は
起
稿
上
の
便
宜

に
出

で
て
、
他
日
を
待
ち
て

更
に
新
漱
涙

の
肚
曾
論
者
を
考
究
せ
む
ε
欲
し
た
る
に
由

る
な
ら
。

=

「

第
十
九

世
紀

の
初
期

よ
り
、
欧
洲
諸

國

の
基
督

教

層
侶

が
漸

く
常
時

の
肚
會
問
題

に
留
意

し
て
、
之
を
研
究

し

且
之
が
解
決

の
運
動

に
努

か
す

る
者
輩

出

し
た
り
。

彼
等

は
往

々
世
人

よ
り

「
基

督
激
的
肚
會
主
義

」

O
ゴ
憂
叶凶竃

6
n
芭
凶ωヨ
・
9

誇
ユ
凶oゴ
m「

し∩
o
。
巨
剛。。目
口
㎝=
ω
ω8
冨
一冨
日
①
6
窪
傷
二
。
コ
)

の
名
を
冠

せ
ら

れ
、
彼
等
.の
或
派
は
自

か
ら

進

む

で

「
基
督

教
的
肚

會
主
義

者
」

ご
題

せ
み
新
聞

紙

を
頚
行

し
た
る
者
す

ら
あ
・ワ
た
り
。
即

ち
英
国

ブ
ロ
グ
ス

ゴ

の

の

タ

ン
ト
激
層

チ
ヤ
ー

レ
ス
・
キ

ン
グ

ス
リ
及

び
其

同
志

フ

レ
デ
唄

ク
。
モ
ー
リ

ス
、
ト

ー

マ
ス
・
ヒ
ユ
ー
グ
等

が
前
世

紀

の
中

頃

に
腰
行

せ
る
者

是
な

り
。

黙
れ
こ
も
基
督
獣

的
肚

會
主
義

な
る
爾
號

は

イ
ー

り

1
氏

の
吉
口
へ
る
如
く
曖
昧

に
し
て
、
且
之
を

定
義
す

る
は

甚
だ
困
難
な

り
。
爵

は
曰
く

『
基
督
漱

的
肚

會
主
義

は
異

な
れ

る
多
く

の
事

を
意
味

す
、
共
常

に
意
味
す

る

一
事

論

叢

加
持
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
十
六
巻

(鶴
三
流

一九
)

四
四
三

1)
2)
3)
4)

CharlesKing's】cyIS【9-ISア2.

FrederickMaurice1805-1872.

ThomasHughes.

R、T.Ely,SocialismandSocialRek〕rm,[894,p.89.
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論

叢

加
持
ヵ
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
+
六
巻

(第
三
號

二
〇
)

四
四
四

は
同
胞
的
愛

に
し
て
、
こ
れ
は
基
督
激

の

↓
要
素
な
り
。
基
督
緻
的
肚
會
主
義

に
從

へ
ば
.
吾
人
は
常

に
我
基
督

激
を
實
地
に
活
用
す
る
を
要
す
、
即
ち
此
漱

に
依
り
て
毎
週
の
七
日
吾
人
の
生
活
を
市
場

に
於
て
も
亦
激
會
堂
に

於
て
も
支
配
ず
る
を
要
す
。
此
ま
義
は
白
糟
基
督
激
徒
の
日
常
生
活
中

の
大
部
分
を
占
む
る
所
の
詐
欺
及
び
偏
善

を
排
斥
す
。
又
此
主
義
は
吾
人
の
利
盆
は
す

べ
て
編
み
結
ば
れ
何
人
も
他
の
人
々
が
苦
偶
せ
る
問

に
眞
に
幸
榮
な

る
こ
ε
能
は
ざ
る

べ
き
肚
會
連
帯
の
道
理
を
吾
人
に
激
ゆ
。
以
上
の
外
に
吾
人
は
全
禮

ε
し
て
の
基
督
教
的
肚
會

主
義

に
就
て
街
ほ
官

ふ
べ
き
所
を
知
ら
す
。
果
し
て
然
ら
ば
此
主
義
は
吾
人
が
之
を
経
済
上
の
諸
問
題
に
適
用
せ

ん
`
す
る
に
方
b
て
甚
だ
曖
昧
漠
然
た
る
無

き
を
得
ん
や
。
勿
論
重
要
問
題
は

「
如
何
に
吾
人
は
此
等

の
同
胞
的

愛
の
道
義
を
世
界
の
業
務

に
適
用
す

べ
き
ゃ
」

に
在
り
」

嬉
。
、

基
督
激
的
肚
會
主
義
の
名
禰
の
不
適
當
に
し
て
、
誤
解
を
招
き
且
全
然
謬
れ
る
世
評
を
受
く
る
虞

あ
る
こ
ご
に

カ
ー
ル
・
グ
リ
ソ
ベ
ル
グ
氏

(∩
p
ユ
O
昏
5げ
⑦
嚢
)
之
を
指
摘
す
Q
氏
は
謂

へ
ら
く
若
し

肚
會
主
義
な
る
意
義
を
正

當
に
理
解
せ
ば
、
基
督
激
的
耐
會
主
義
ざ
い
ふ
如
き
者
は
有
り
得

べ
か
ら
す
。
肚
會
主
義
ご
は
、
吾
人
の
脛
濟
的

秩
序
を
集
産
的
形
成

に
改
む
る
爲
に
其
主
義
⊥
私
有
財
産
制
を
否
認
す
る
も
の
な
れ
こ
も
、
基
督
敏
義

は
決

し
て

原
則
に
於
て
私
有
制
を
排
斥
し
、
叉
は
集
産
制
を
賞
揚
し
た
る
ご
ざ
な
き
の
み
な
ら
す
、
謂
ゆ
る
基
督
激
的
血
會

的
(O
ぼ
葺
膏
げ
山
豊

里
)
な
る
形
容
詞
を
冠
す

る
諸
黛
派
及
び
其
癖
上
等
は
、

一
般

に
只
現
行

の
秩
序
の
重
な
る
基

礎
の
維
持
の
下
に

　
改
革
(Φ「コ
①
ズ
①8
暮

)
を
行
は
む
こ
ε
を
目
的

ご
す

る
者
な
り
。
ε
.

1)E15ter,Wbrtcrbuch尭erVolk5w{rt5chaft,2teAu且.IgD6,1.S.612.



蓋
し
謂
ゆ
る
基
督
激
的
肚
會
主
義
者
の
中

に
は
、
過
激
な
る
あ
り
、
温
和
な
る
あ
り
。
正
統
派
経
済
畢
者
に
接

就師

返
す

る
あ
り
、

マ
ル
ク

ス
振
肚
會
主
義

に
似

だ

る
も

の
あ
り
、
叉

は

ワ
グ
ネ

ル
等

の
國
家
砒
會
壬
⊥義

に
近

き
者
あ

.

中

り
。
黙
れ
こ
も

一
般
に
言

へ
ば
基
督
教
的
肚
會
主
義

の
綱
領
は
、
基
督
激
の
敏
訓
の
下
に
諸
脛
濟
問
題
の
解
決
及

脚

薙

馨

・
肇

求
…

在
・
　

良

び
…

罠

・
董

・
の
揺

　

が
如
し
　

醐
而
し

脚

て
此
書

に
此
等
基
督
轍
的
砒

會
派

(巨

傷
8
諄

。・0
9
巴
oし。
∩耳
劣
oコ
昌
①㎝
)

の
先
騙
者

だ
し

て
加
持
力
激

の
激
授
ヅ

鵬

、

.
19

ク

ー

氏

(
飢
。

∩
2

×
)
を

{挙
げ

た

り

。

氏

は

千

八

百

三

十

二

年

に

於

て

国
沼
巴

南

国
6
0
ロ
o
旨
げ

男
o
年
一ρ
二
〇
な

る

書

を

㎜

菅

秘

日
計

特
力
糞

誕

的
誓

下
・
、
秀

鑑

・
上
・
與
・
・
旨

し
所
・
最
・
驚

繭

異

す

・

・

肚

會

経

済

上

の

統

制

〔・琶

…

α
昏

四
σ
・。

・,
・
頓
【。
ヨ
①

q

侮
。
。
昌
。
B
・Φ

・-
。
6
.p
.。

・
口
.
p
.門

u缶
.5
餌
.ψ

価
。仙

匹
。
=
⇒
侮

・
.
血恥

舳

=

p
憂

「。
)
を
含
む
』
ε
。
ジ
ー
ド
氏
寺
が
基
督
款
的
肚
會
主
義
な
る
名
稠
を
避
け
て
、
基
督
激
的
肚
會
派
の
名
構

・
用
・
　

讐

　

・而
・
・
氏
・
再

此
涙
・
大
別
・
て
肚
會
的
加
纂

9
・　

『…
…

・…

語

欝

欝

プ

。

テ

ス

タ

ソ

ト

涙

(
℃
暑

の
・　

・囲.・暮

し・
。
蓮

の

二

派

寒

し

、

別

に

ル

、

プ

レ

娠

(
一.

宣

・

ユ
・

門
・

㎞

掲

恥

部

繭

..蟻

灘
鰐
絶

無

韓

鑑

驚
艦齢
ヂ

ー

而して此　

大
諜

身
振
た
る
馨

的
加
持
力
嚢

に
攣

る
人
蔭

極
力
自
派
の
嚢

が
答

主
義
泉

炭
相
容
れ
ざ
る
も
覆

る

翫

断

り

場

を
辯

證
す
。

シ
ャ
ー

ル
、

ア
ソ
ト

ワ
ソ
氏

の
如

き
は

其

一
人
な
り
。
氏

は
曰
く

『
肚

會
主
義

は
羅

馬
激
會

よ
り
明

論

叢

加
持
内
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
+
大
倫

(第
三
號

二
一
)

四
四
五

1



論

叢

加
持
力
教
の
祉
會
論
著
に
就
て

,

第
十
六
巻

(第
三
號

二
二
)

四
四
六

女

を
以

て
剥

せ
ら

れ
た

る
も

の
な
り
。
社
倉

主
義
は

山
安

定
せ

る
私
有
財
産

を
破
壊

し
、
②
諸

種

の
私
権
を

國

に

讃

す

る
二
、
的

の
上

に
築
か
れ
た
る
主
義

な
れ
ご、
も
、
如
何
な
る
加
持
力
信
徒
も
斯
・
如
き
説
に
署
名
す

る
を

埆

得
す
、
加
之
簾

妻

(。
。
。
・。
↓.く
.、ヨ
。
ぼ

階
馨

圖
を
説
・
、
無
雲

の
雇
吉

難

し
、
鶴

の
某

・
親

Φ

す

る
衝
突
を
宣
博
す
れ
こ
も
、
加
持
力
激
は
平
和
、
結
合
、
調
和
を
諸
肚
會
階
級
の
間
に
復
興
せ
ん
ご
欲
す
。
斯

卿甲

の
如
く
、
個

々
別

々
に
執

る
所

の
主
義

(で
}

。凶℃
2
)
に
關

し
、
各

々
貴

行
す

る
所

の
手
段

に
關

し
、
各

々
提

出
す

㎞エ

る
目
的
に
關
し
て
警

に
反
封
ず
る
所
の
二
箇
の
改
善

　

蓉

・　

二

儲

謎
謎

抽
備
)
を
里

税
せ
ん
手

配護

る
は
恰
も
詣

ε
墜

審

同
化
せ
ん
ε
す
る
に
均
し
」
・
、

㎞

ア
ソ
ー
・
ソ
氏
・
・
三

三
の
加
持
力
涙
嚢

・
中
品

特
力
的
審

聾

者
・
魏

・
受
缶

暑

あ
要

れ

.
庶

・、
も
、
藤

の
総
て
の
加
持
力
教
に
屡
す
・
曹

驚

累

、
俗
恐

し
・
、
知
名
・
入
・
、
÷

ヂ
會
議
.

　

叉
ば

ア
ソ
ジ

エ
會
議
の
列
席
者
、
佛
國
並
に
自
、
濁
、
英

の
加
特
力
激
徒
は
概
し
て
肚
會
圭
義

に
非
ざ
る
加
持
力

ロ,
ロ

主
義

を
抱
持
す

る
も

の
な

る
を

力
説
す
b

鴫

・

c。

ア

ソ
ト
ワ

ソ
氏

は
更

に
進

ん

で
、
加
持
力
主
義

が

国
家
肚

會
主
義

ご
大

に
異
な

る
を
説

明
す

。
氏

は

以

爲

ら

■鵬

-
、
屡

藩

嚢

の
轟

な

る
諸
累

の

一
を
成
す
も
の
は
、
国
家
を
し
て
肚
曾
雲

叢

・
し
む
・
爲
・
、

㎞

の

　

　

　

む

ロ

む

　

私
経
済
的
秩
序
叉

は
勢
働

の
制

度

(一。
ま
αq
巨

。
α
口
耳
国
語
一ご
に
封
ず

る
不
法
な

る
干
渉
罐

(白

鳥
o
固辞
.ユ、
常
器
類
。
〒

㎝

.

[δ
渇
竃
措
置
∋
①
)

を
国
家

に
與

ふ
る
に
在
り
。
撚

れ

こ
も
何
れ

の
加
持

力
激
徒

も
、
羅
馬

漱
會

及

び
自
由

な

る
私

D

卜



人

的
又

は
團
艦

的
諸
撥
起

事
業

寡
算
。
・。
凶⇒
三
雲

く
鵠

且

鼠
2

。
己
8
豪
∩
号
。の
)
を
蔑

に
し
て
、
国
家

に
肚
會
秩
序

を
.

進

め
叉

は
之
を
守

る

べ
き
任
務
を
與

ふ
る
を
得
や
。

何

れ

の
加
特
力
激

徒
も
、
國
家

の
干
渉

が
公
益

に
向

て
軍

に

利
あ
り

(幻
ミ

尋
ミ

ミ

ミ
ミ

習

凱
2

σq
曾
騨
巴
)
ε
の

口
實

の
下

に

(例

へ
ば
家
族
、
財
産

制
、
勢
働
契

約

の
如

き
)

私

的
秩
序

の
事
件

に
射
し

て
國
家

が
下
手

な

る
干
渉

を
寫
す
椹

限
を
與

ふ
る
を
得
す

、
ご
.

氏
は

最
後

に
、
國

家
肚

會
主
義

`
國
家

の
経
済
秩

序

の
中

に
加

ふ
る
総
て
の
干
渉

ご
を
混

同
す

る
は
明
白
な

る

不
正
確

に
陥

る
れ

る
も

の
な

る
を
論
ず
。
要
す

る
に
氏

は
、
国

家

の
干
渉

が
自

然
法
則
(酔
。
穿
昌
p
ε
「.】)
に
合
致

し
勺
且
肚
會

の
公
益

に
向

て
道
徳

上
必

要
な

る
特
は

、
此

干
渉
は
正
當

に
し
て
、
決

し
て
肚

會
主

義

の
陰
影
を

帯

.

ぶ
る
者

に
非
す

ε
思
考
す

る
な
b

。
.

佛
國
経
済

學
者
例

へ
ば

ジ
ー
ド
氏
、

ボ

ー

ル

・
ル
ロ
ワ

・
ボ

ー
リ

ュ
i
氏
、

ア

ン
ト

ワ

ソ
氏
寺

が
濁

逸

の
糺肌
會

政
策
を
主
張
す

る
學

看
例

へ
ば

ワ
グ
ネ

ル
、
.シ
ュ
毛
レ
ル
等

の
説

を
指

し
て
国

家
肚

會
主
義

`
呼

ぶ
は

、
街

可
な

　

　

む

　

　

む

　

り

ε
す

る
も
、

ア
ソ
ト

ワ
ソ
氏

が
此
主
義

を
以

て
不

快
な

る
干
渉

権
を
国
家

に
奥

ふ
る
も

の
な
り

ε
の
考
は
果

し

て
正
常
な
り
や
。

国
家

が
荷

も

ク
ー
デ

タ
ー
を
断
行

せ
ざ

る
限
b
、
憲

法
#

に
法
律

に
違
檬

し
て
、
砒

會
政
策

を

實
行
ず

る
に
方

り
、
私
椹
叉
ぱ
私
益

に
射
し
て
或
干

渉
を
籍
す

は
、
寧

ろ
合
法

の
措

置

に
非
す
や

。
次

に
加
特
力

む

　

　

　

激
派

の
常

に
唱

道
す

る
自
然

法
則
の
意

義
ち
往

々
茫

漠

不
確

實
を
発
が

れ
す

、
而

し
て
彼
等

が
概

し

て
羅
馬
激
會

を
国
家
よ
り
上
位

に
置
く
の
意
見

を
抱

き
て
之
を
明

音

叉
は
暗

示
す

る
は
注
意
す

べ
き
要
黙

な
り

ε
す

噸
比

熱
は

論

叢

加
持
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

.

第
†
六
巻

(第
三
號

.一三
∀

四
四
七
.

■



論

叢

厩
特
力
教
の
祉
會
論
者
に
就
て

孔

第
†
大
巻

(第
三
號

二
四
)

四
四
八

前

掲

ア

ン
ト

ワ

ソ
氏

の
語
言
中

に
暗

示

せ
ら

る

＼
所

に
し
て
、
之
を
最

も
露
骨

に
公
表

せ
る
は

、
加
特

力
砒
會
土

義

の
最

も
古

き
代
表
者

ざ
し

て
著

名
な

る
ヅ

、

ラ

マ
ソ
ネ

イ
氏

(O
①
H」評已
窪
巴
肝
批
栢
斬
新
牝
鷲
盤
飾
肝
入
)
な

り

ざ

す
。
氏

は
諸
帝
王
を
以

て
人
民

の
厘
制
者

蓬
な

し
、

渚
帝
王

に
反
劃

し

て
人
民

葦

耽
會

ご
を
結

合

せ
ん
ご
望

み
、

其

獲
行

せ
る
(ぴ
、
〉
く
。葺

誌
上

の
標
語
..ω
曾
碧
露

く
o
岳

α
。ω
「o
『

け①
巳
。
N
冨

ヨ
p
冒

窪

陽
二
覧
①
X
諸
国

王

ε
別
れ

て
、
手
を
人
民

に
差
出

せ
よ

)
ぽ
常
時

大

に
加
持
力
激

會
#

に
各
國
朝

廷
を
震
撼

し
た

る
も
の
な
り
。

ラ

マ
ソ
ネ

イ

氏
は
之
が
爲
に
當
聴

羅
馬
董

第
+
二
世

(肝
踏

癖

誓

及
び
グ
・
ゴ
ー
手

六
世

敷

鞭

葬

年
)
の

忌

諱

に
爛

れ
た
b
。
蓋

し
ラ

マ
ソ
ネ

イ
氏

の
如

き
は

ア

ン
ト

ワ

ソ
氏

の
謂

ふ
所

ろ
二
三

の
例
外

に
厩
す

る

一
人

に

・し

て
、
爾
後

多
数

の
加
特
力
學
者

は
、
国
家

の
重
要

を
求

め
、
其
任
務

の
範
園

に
就

て
は
、
縦
令

国
家
肚

會
主

義

の
思
考

す

る
如

き
廣

汎

の
も

の
ε
爲

さ
ざ
れ
ご
も
、

自
由

脛
濟
學

涯
特

に

マ
ン
テ

ス
タ
ー
涙

の
主

張
す

る
如
き
狭

隘

の
も

の
.に
非

ざ

る
は
前
掲

ア
ソ
ト
ワ

ン
氏

の
吉

に
徴
す

る
も
亦
明
な

り

ε
す
。

以
上
縷

説
す

る
所

に
依

る
に
、
齎

し
く

加
持
が
振

に
麟

す

る
肚

會

論
者

に
種

々
の
分
涙

あ

る
を
見

る
。

以
下
少

し
く
此

分
振

に
就

て
考
察

す

る
所

に
あ
ら

む
。

9

≡

加
持
力
的
「肛
會
論
者
の
意
見
は
、

■

固
よ
り

】
に
し
て
足
ら
す
、
之
を
三

々
藪
に
掲
載
論
評
す

る
を
得
す
ε
蹉
も



彼
等

に
共

通
な

る
.諸

黙
は
、
1
彼

等
は

一
般

に
羅
馬

敏
會

に
資

し

て
忠
誠
を
守

り
、
激

會

の
決
定
及

び
指

揮

に
服

(

從

し
。

2
耐

會
的
疾
患

、
即

ち
都

市
農
村
鑛
山
導

に
於
け

る
勢
働
問
題

等
を
救
濟
解
決
す

る
に
就

て
、
.頼

る

べ
き

第

、一
位

の
力
は
、
激

會

.
正
義
及

び
基
督
激

的
慈
善

に
在

る
.を
確
信

し
。
3

一
齊

に
肚

會
主
義

に
反
封
ず

る
ε
同

時

に
、
叉

マ
ン
チ
訊
タ
ー
涙

の
自
由
主
義

不
干
渉
主

義
を
排

斥
す

る
に
在
り
。

從
で
彼
等

の
糊
議
す

る
所

の
各

種

肚

會
事
業
は
彼
等

の
者
派

を
通

じ
て
、
同

一
な

る
も

の
勘

か
ら

す

、
例

へ
ば
節
約

、
共

済
、
及

び
各
種

勢
働

組
合

等

に
關
…す

る
諸

事
業

の
如

き
は
是
な
り

。

夫
れ
斯

の
如

く
加
持
力

的
肚
會

論
者

は
共

通

の
意

見
を
持

し
、
又
同
標

の
事
業
遂
行

に
努

む

ε
誰

も
、
何
時

こ

な
く
、
別

れ
て
二
人

分
派

ε
な
り

た
り
。
其

一
は
保

守
派
、
自
由

涙
、
叉
は

ア
ソ
ジ
ェ
派

(冨

ぴQ
δ
毛
Φ
α
窃

。o
屋
oT

ぐ
舞
2
量

一-
曾
o
δ

α
。
冨

一一び
9
叶ひ

『
脅
。冨

号

ご
揖
Φ
)
ε
呼

ば
れ
、
其

二
は
改

革
派
、
椹
力
涙

、叉

は

リ

ェ
ー
ジ
派

q
¢
噸
o
毛
①
α
島

み
δ
「已
帥
門o
罎
ω
」
-
野
o
冨

αΦ
一.
国
耳
o
葺
小

肥
脅
9
①
ユ
o
=
砂σq
o
)

ε
爾

せ
ら

る
。
此

両
派

の
各

の
第
三

の
異
名

は
、
前
者
は
前
年
佛

國

ア

ソ
ジ

エ
の
會
議

(千
八
百
九
十
年

〕
、
後
者
は
白

耳
義

リ

ェ
ー
ジ
め
會
議

ノ

(千
八

百
八
十

七
年
)
に
於

て
討
議

せ
ら

れ
、
決

定
せ

ら

れ
た

る
主
義

及

び
綱
領

を
各

々
違
守
す

る

に
依

り
た

る
も

.
の
な
b
。
其

一
を
保
守
派

ε

い
ひ
自
由
振

ε

い
ひ
、
他

を
改

革
派

ビ

い
ひ
権
力

振

ざ

い
ふ
も
、
實

は
黒

白

ε

い
ふ

が
如

き
明
確

な

る
厩

別

に
は
非
す

。
只

保
守
派

は
他

の
者
よ
b
経
済
的

及

び
肚

會
的
秩
序

に
於
け

る
自

由
を
重
覗

し
改
革
派
は
他

の
者

よ
り
椹
能

あ

る
権
力

(証
三
ぎ

鼻
血
8
日
忌
匿
再
①
)
即

ち
曹

に
国
家

の
み
な
ら

す
、
其
他
正
當

論

叢

加
特
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
+
六
巻

(第
三
號

二
五
)

四
四
九

■



論

叢

加
特
力
教
の
就
會
論
者
に
就
て
.

第
†
六
巻

(第
三
號

二
六
)

四
五
〇

な

る
権
力
を

重
現
す

、
暴
れ
此
匿

別
の
由
b

て
摩

る
所

な
り

。

更

に
此
面

分
派

に
驕
す

る
人

々
に
就

て
見

す
れ
ば

、
其
懐
抱
す

る
意
見
、
執
ら

ん
ε
欲
す

る
方

針
も
亦
必
す

し

竜

一
様
な
ら
す
。
余

は
未

だ
此
等

に
就

て

一
力
精
査

す

る
の
暇

を
得
ざ

る
を
以

て
、
暫

く

ア

ソ
ト

ワ
ソ
氏
が
此
面

涙

の
意
見
及

び
態

度
を

勾

鼠
家

の
目

的
及

び
任
務

以2

耽

會

改

一艮

遅3
.

實

際

の

蹄

結

の
三

項

に
分
ち

て
比
較
論

評

せ
る
所

を
左

に
要
約

せ

ん
ご
欲
す
。

四
.
.

・

　

け

む

先

づ
保
守

的
加
特
力
派

よ
b
考
察

す

る
に
、
彼
等

の
國
寒
親
は
果

し

て
如

何

ん
。

此
派
は
國

塚
が
瓠
働
制

度
及
び
脛
濟
秩
序

に
就

て
干
渉

し
得

る
は
.、
只
個
人

の
権

利
及

び
厳
密

完
全
変
換
的
な

る
正
義

(ド

〕島
二
8

。・↓「算
9

で
程
駿
『

8
菖

聲
口
毫

o
)
を
保
護
す

る
る
場
合

紅
隈
ら

る
、べ
し
ε
思

鵜
す

。
故

に
ヲ
、

り
-
氏

〔旨
・
日
ま
屯
)
は
曰
く
『
国
家

は
弱
者

の
守
護

者

に
井
す

し

て
ハ
権

利

の
守
護

者
な
り
。

国
家

は
嬲
者
の
権

利

が
侵
害

せ
ち
れ
、
而
も
其
方
之
を
防
守

す

る
に
足

ら

ざ
る
時

に
干
渉
す
…
…

…
憂
盆

に
就

て
は

、
そ
れ
は
総

て

1)Antoine,p.z61-294.
'



先

づ
権

利
の
利
益

の
中

に
存
す
』

ご
。

同
派

の
高
僧

フ

レ
ツ
ペ

ル
(竃
㎎
「
・
孚
Φ
℃
聴
ご
が
曾

て
同
派

の
組

織
す

る
『
加
持
力

政
治
肚

會
脛
濟
協
會
』
に
於

て

獲
表
し
た
る
左
の
意
見
空

回
の
賛
成
を
得
た
り
冒

國
祭

各
人
の
諸
鐙
郡
ゲ
仰
讃
す
る
爲
め
峰

ぱ

椰
脚

　

　

む
　

い

　

む

　

　

　

む

む

　

　

　

む

　

ぴ
道
徳
の
注
に
背
戻
せ
る
諸
弊
害
を
抑
制
す
る
爲
め
に
、
響
働
世
界

に
干
渉
す
る
こ
ε
は
、
最
も
善

し
。
国
家
が

己
れ
に
驕
す
る
諸
事
業

に
於
け
る
勢
働
の
規
定
に
由
り
て
模
範
を
示
す
は
、
亦
甚

だ
可
な
り
。
是
れ
国
家
の
本
分

な
り
、
其
任
務
な
り
。
撚
れ
ざ
も
某
餓
に
向

っ
て
は
、
官
人
は
只
忠
誠
ε
自
由
ご
を
以
て
足
れ
り
ξ
す
」

ご
。

　

じ

　

む

む

む

サ

リ

　

む

む

む
　

で

フ
レ
ツ
ペ
ル
氏
の
翠
ぐ
る
所

の
諸
権
利
の
保
護
ご
諸
弊
害
の
抑
制
ご
の
二
綱
領
は
同

】
に
非
す
。
後
者
は
前
者

よ
り
は
廣
き
範
園
を
有
す

べ
し
、
何

ε
な
れ
ば
、
国
家
は
権
利
が
毫

も
侵
害
せ
ら
れ
ざ
る
聴
ε
雄
も
、
荷
も
個
人

又
は
家
族
の
不
秩
序
叉
は
其
他
の
弊
害
は
之
を
抑
制
す
る
を
得
れ
ば
な
り
。
例

へ
ば
婦
女
外
過
度
の
夢
働
の
禁
止

は
、
此
第
二
の
綱
領
に
從
ひ
、北
浜
の
畢
者

の

一
齊

に
主
張
す
る
所
な
り
。
蓋
し
フ
レ
ッ
ペ
ル
氏

の
意
見
は
一7
リ
ー

氏
よ
り
は
国
家
の
任
務
を

↓
暦
廣
C
解
繹
し
た
れ
こ
も
、
予
輩
が
後

に
述

べ
ん
ε
欲
す
る
改
革
派
若
く
は
権
力
涙

の
意
見
に
比
す
れ
ば
、
街
甚
だ
狭
隘
な
り
こ
す
。
從

っ
て
前
者
の
肚
會
敬
良
策
及
び
其
實
際
の
昂
結
は
、
後
者
に

比
し
て
濃
淡
厚
薄
大
に
共
趣
を
異
に
す
る
は
固
よ
り
常
総
な
り
ε
す
。

保
守
派
若
く
は
自
由
涙

に
属
す

る
人
々
は
、
個
人
的
及
び
團
膿
胸
自
由

に
依
b
て
補
助
せ
ら

る
、
羅
馬
漱
會

の

行
爲
を
耐
會
敬
畏
の
根
本
原
則

ε
宣
布
し
、

フ
レ
ッ
ペ
ル
氏
が
ア
ン
ジ
ェ
會
議
〔∩
8
讐
辞

q

>
口
綿
邑

に
於
て
個

論

叢

加
持
力
教
の
君
會
論
者
に
就
て

第
十
六
巷

(第
三
號

二
七
)

四
五
一

1)Revuecatholiquedesinstitutionseしdudroit,1889 .p.498.
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論

叢

加
持
力
教
の
社
倉
論
者
に
就
て

第
+
六
巻

(第
三
號

二
八
)

四
五
二

人
の
自
由
、
総
て
其
合
法
的
結
果
を
有
す

る
組
合
の
自
由
権
利
の
保
護
及
び
弊
害
の
抑
制

に
限
ら
れ
π
る
國
家
の

干
渉
を
以
で
勢
働
問
題
解
決
の
綱
領

ξ
爲
さ
ん
芭
徹
す

る
宣
言
に
同
意
し
π
り
。
氏
は
此
綱
領
を
敷
衍
し
、
労
働

者
の
身
膿
職
業
及

び
團
結
の
自
由
を
説
き
、
罹
主

ε
勢
働
者
こ
の
間

に
組
織
せ
ら

る
べ
き
組
合
を
組
合
中
の
最
善

の
も
の
ε
誘

き
、
法
人
格
及
び
團
膿
財
産
を
有
す

る
自
由
を
擧
げ
、
動
産
的
又
は
不
動
産
財
團
を
作

る
の
自
由
を

高
調
し
、
若
し
此
自
由
な
け
れ
ば
馬
付
票
も
眞
面
目
に
又
布
敷

に
遂
行
せ
ら
れ
す

・し
附
言
し
、
最
後

に
加
持
力
激

徒
に
向

っ
て
の
自

由
、
激
會
が
養
老
院
孤
児
院
其
他
種

々
の
保
養
所
救
護
所
等
慈
善
的
施
設
を
爲
す
の
自
由
を
擧

げ
、
此
等

の
慈
善
的
施
設
を
労
働
者
の
利
用

に
供
す
る
自
由
な
る
語
を
以
て
、
敷
多
列
翠

せ
る
自
由
な
る
語
の
最

終
ご
寫
せ
り
。
氏

の
結
語
に
曰
く
『
我
輩
の
加
持
力
政
治
融
會
脛
濟
〃協
會

(も。
o
庶
仙
鳳

.四
曄
o
.5
ロ
o
軌
Φ
一、
詞
8
ロ
o
日
①

℃
。
ま
ρ
器

簿

8
ユ
巴
O
)
の
標
語
は
只
正
義
、
慈
善
、
自
由
の
三
語
よ
b
成
る
ご
」
Q

　

む

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

　

ア
ン
ジ
エ
振
の
国
家
観
及
び
肚
會
改
良
観
は
前
述
の
如
し
、
然
ら
ば
其
實
際
の
蹄
趨
は
如
何
ん
。
此
涯
は
政
府

に

】
の
改
革
を
施
す

べ
き
を
論
ず
、
而
し
て
其
改
革
は
、
市
町
村
に
.或
権
力
を
附
興
し
、
叉
は
中
央
政
府
の
指
揮

監
督

の
下
に
在
る
州
縣
の
組
織
を
復
讐

し
て
、
現
在
の
中
央
集
権

の
組
織
を
稍
々
地
方
分
椹
的
た
ら
し
め
ん
ε
欲

す
。家

族
制
度
に
關
し
て
は
、
此
振
は
家
族
を
維
持

し
其
統

一
を
輩
固
な
ら
し
む
る
を
要
す

ざ
思
考
し
、
之
が
爲
に

は
灸
花
る
者

に
遺
言
の
完
全
又
は
相
野
的
自
由
を
與

へ
て
、
財
産
の
無
限
に
分
散
す

る
を
防
止
す

べ
き
を
論
ず
。

1)Revuecath,desinstit.,18go,t.II,P.426,(Antoine,p.265、)
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蓋
し
佛
國
等
欧
洲
大
陸
諸
国
の
相
続
法
が
概

し
て
諸
子
分
割
相
続
制
を
執
れ
る
は
、

此
涙
並

に
此
派
に
近
き
ル
.

プ

レ
ー
眠
の
視
て
以
て
缺
陥
ε
爲
す
所
な
り
。

此
派
は
、
家
族
間

の
父
子
關
係

〔で
p
凹。
巨
↓ε

ε
同
様

の
も
の
が
、
仕
事
場
、
工
場
、
及
び
農
村
に
於
て
、
エ

・

主
ε
勢
働
者

ε
の
聞
及
び
地
主

ε
小
伶
人
叉
は
雇
農
夫
巴
の
間

に
、
道
徳
上
よ
り
見
る
も
、
又
経
済
上
は
り
見
る

も
、
確
立
維
持
せ
ら
れ
ざ
る

べ
か
ら
ず
ε
思
者
す
。
此
涙
は
、
祉
曾
的
中
和
を
確
立
す
る
爵
に
自
由
な
み
基
督
漱

的
組
合
を
作
ら
ポ
・
垂

髪

、
家
庭
に
於
け
る
婦
女
寡

働
を
饗

し
、
婦
女
寛

の
保
護
、
馨

の
鶴

の

制
限
を
主
張
し
・
業
苦

鋤
む
・
に
舞

働
者
に
噌

簾

に
適
し
、
家
族
の
團
馨

固
め
及
び

豪

た
る
讐

を
保
つ
に
足
る
住
宅
を
建

つ
ベ
ミ

ぎ

、
及
び
鶴

者
を
し
て
其
家
の
財
産
調
度
を
得
る
馨

易
な
ら
し
む
、
組

合
を
設
立
す

べ
き
こ
`
を
以
て
す
。
貯
蓄
の
奨
顧
、
致
び
之
に
向
て
の
諸
制
度
の
設
立
は

、
此
派
の
景
も
意
を
用

ふ
る
所

・
而

し
て
貯
蓄

を
容

易
な
ら
し

む
る
好

方
便

ε
し
て
、
節
酒
を

説
き
、

ア

ル
「〒

リ
ズ

・
は
家
族
を
零
落

む

　む

　

　

ロ

む

せ
し

め
、
健
康
及
び
蓮
徳
を
破
壊
す

る
も
の
ε
し
て
之
に
反
封
す
。
此
等

の
實
際
上
の
締
結
は
其
大
部
分
は
ア
ソ

ジ
エ
會
議
に
於
て
宣
言
せ
ら
れ
だ
る
も
の
な
b
。

五

前
述

自
由

振
・
保

守
派
若
舐

ア
ソ
望

振

に
頗

る
接

近
す

れ
ご
も
、
別

に
異
彩
を
放

つ
も

の
を

ル
、

論

叢

加
特
力
教
の
書

論
誉

就
て
.

筆

六
巻

(第
三
號

二
九
)

四
五
三

プ

レ

ー

■



論

叢

加
特
力
教
の
泄
會
論
者

に
就
て

第

十
六
借

(第
三
號

三
〇
)

四

五
殴

氏

(家

塗

。
『
島

尋

…

。
。
①
∴
・。
・.
・
)
の

一
振
即

ち
磁
會

的
孕

和

團
鵤

(蔓

。
匿

島

島

塁

ω
§

一ε

ご
爲

す

。
氏
は
千

八
百
五

十
ぬ
か
年

に

ぴ
㊤
しD
。
。[蝉
9
.
国
8

ぎ
筥
δ

しD
。
。圃巴
父
肚

會
纏
濟
協
會

)
を
設
立

し
、
千

八
百
八
十

一
年

以
来
ド
P

因
。
8
昌

。
し。
8
闘ρ
δ

ε
罹
す

る
機
關
雑

誌
を
刊

行
し
た
b
。
氏

は
既

に
千

八

百
六
十
二
年

に
獲
て

此
雑
誌
.̀
同
名
の

】
書
を
著
は
し
、
ぎ

琶

窪

ぴ
9
民

は
此
書
を
頌
し
て
、
此
世
紀
に
於
け
る
最
も
猫
創
的
、
最

も
勇
敢
に
、
最
も
有
益
に
、
総
て
の
關
係
に
於
て
最
も
有
力
な

る
も
の
な
り
二
言
へ
b
。
こ
れ
頗
る
過
褒
の
嫌
あ

れ
こ
も
、
此
書
に
述
ぶ
る
所

の
佛
國
の
將
來

に
關
す
る
先
憂
先
見
が
恰
も
的
中
し
π
お
所
多
か
り
し
は
ジ
ー
ド
氏

の
指
摘
せ
る
如
し
。

ル
、
プ

レ
ー
氏
は
.
古
今
を
通
じ
て
人
間
耐
食

の
基
礎
を
威
す
厨
の
大
原
則
は
.
察
激
、
家
族
及
び
財
産
、
労

働
、
長
上
の
保
護

戸す

腿
畔
。
冨
鷺
)
な
り
。
ε
思
考
し
た
b
。
撚
れ
こ
も
氏
は
.
肚
曾
秩

序

の
基

礎

た

る
.べ
き

宗
教
は
必
し
も
加
持
力
敏
に
限
ら
す

ご

思
.馨

し
だ
る
は
注
意
を
要
す
。
氏
は
氏
の
當
時

に
於
て
人
民
が
政
治
上

天
は
宗
轍
上
徒
ら

に
黛
を
分
ち
派
を
異
に
し
て
互
に
紛
争
器
議
す

る
の
毫
も
阯
倉
卒
和
の
研
究
に
盆
な
き
を
痛
論

し
た
り
。
是
故
に
氏
の
涯
を
代
表
す
る
有
名

の
人
士
は
世
の
學
者
が
往

々
此
派
肚
會
的
加
持
力
涙
の

↓
に
列
す
る

を
喜
ば
す
し
て
、
此
涙
の
敏
ふ
る
所
は
純
警

る
科
學
的
の
も
の
に
し
て
、
宗
激
的
に
非
ざ
る
を
宣
吉
せ
%
・
撚

れ
ご」
も
ア
、
プ
レ
ー
涙
の
中

に
は
常

に
多
敷

の
加
持
力
教
徒
の
群
あ
b
て
、
肚
會
問
題

に
聞
し
て
は
公
然
彼
等

の

謂
は
ゆ
る
真
正
な
る
宗
鍛
の
干
渉
、
即
ち
羅
馬
教
會

の
権
力
の
干
渉
を
要
求
し
た
り
。

1)
2)

GideetRist,HistoiredeヨDoctrine5Economiques.4eEd.,Ig22.p.580.

LePlay,Lesouvrierseuropfens,2e6di亡 、t.T.p.594;A。t・P.267.,

GirtleCLRist.P580下 註

噛



.,

O

ク
q
i
デ
オ
、
ジ
ヤ
ソ
.ネ
氏
が
此
派
の
主
義
綱
領
ε
し
て
指
摘
せ
る
所
は
肯
綮
を
総
花
る
も
の
の
如
し
。
氏

に

依
れ
ば
此
振
は
常
に
.道
徳
的
要
素
を
縄
濟
的
生
活

の
中

に
入
れ
ん
ε
欲
す
。
詳
言
す
れ
ば
、
紳
の
法
及
び
特
別
に

羅
馬
法
王
の
激
訓
を
燧
奉
ず

る
こ
ε
.
家
族
の
財
産

の
繊
承
及
び
諸
子
漱
育

の
見
地
よ
り
す

る
家
族
の
自
由
を
確

保
す
る
こ
ε
。
弱
者
及
び
無
資
君
は
基
督
的
慈
善
の
施
翼
に
依
り
。
及
び
信
心
な
る
寄
附
財
團

に
依
り
て
救
済
す

る
こ
ε
。
市
町
村
及

び
州

(τ
『o<
言
∩○
)
に
國
践
的
統

一
及
び
正
賞
な
る
政
治
的
中
央
集
権
ε
適
合
し
得
…
べ
き
範
團

の
自
治
灌
を
與

ふ
る
こ
ご
。
自
由
組
合
及
び
企
業
主

の
其
雇
傭
勢
働
者

に
臠
す
る
温
情
的
保
護

〔鵠
茸
。指
」q
ε

に

依
り
て
牛
和
を
確
立
す
る
こ
ご
等
ぽ
此
涯
の
綱
領
ε
す

る
所
な
り
。
而
し
て
此
綱
領
が
ア
ソ
ジ
エ
會
議

の
結
議

に

同
意
せ
る
は
明
白
な
り
ε
す
。

六

余
は
前
の
四
五
両
節

に
亘
り
て
加
持
力
的
祉

會
論
者
の
第

】
派
た
る
自
由
瀕
保
守
派
即
ち
ア
ソ
ジ

エ
涯
及
び
之

に
近
接
せ
る
ル
、
プ

レ
ー
.振
即
ち
胤
會
平
和
團
騰
派
の
主
義
綱
領
を
説
明
し
か
り
。
以
下
第
二
振
た
る
改
革
振
灌

力
振
即
ち
リ

エ
ー
ジ
涙
し
就
て
述

ぶ
る
所
め
る
州、
し
。

此
派
に
観
す

る
加
持
力
激
徒
は
、
皆
佛
國
大
革
命

の
結
果
だ
る
現
代
の
　肛
會
的
経
済
的
秩
序
を
以
て
全
然
悪
化

せ
る
も
の
ざ
思
考
し
、
舟日
然
法
則
(母
○
瞠
胸糞
貝
9

及
ひ
基
督
激
義

の
原
則
に
從
ひ
て
之
を
改
革
す
る
こ
ε
に
同
心

論

叢

加
持
力
教

の
社
倉
論
者
に
就
て

第
十
六
巷

(第
三
號

一一…
.こ

四

五
玉

】audioJannet,P61ybiblk)n,189らP.30`.

9



論

叢

加
持
力
戦
の
磁
會
論
者
に
就
て

第
十
⊥ハ巷

(第
三
號

三
二
)

四
五
六

協
力
す
.る
者

な
り

ε
す
。
此
振

の
創

立
者

の
重

な
る
人

は
佛

國
に
於
て
は

音

訂

目
。
母
"
含

矧
ぎ

号

ヨ
…

諸
氏

に
し

て
、
白
耳
義

に
於

て
は
℃
。
圧
①さ

δ

甲

声
三
訂
9

8

℃
・
<
o
「巳
Φ
。話
畠
諸

氏
な
り
。
今
左

に
此

振
の

国

家

親
、

肚

會
改
良
論
、
及

び
實
際

の
瞬

結

の
三
熱

に
就

て
逐

次
説

明
す

る
所

み
る

べ
し
。

む

む

む

む

む

第

一

国
家

の
観

念

に
就

て
は
、

リ

エ
ー
ジ
派

の
主
張

は

ア
ソ
ジ

エ
涙

又
は

ル
、
プ

レ
ー
涙

に
比
し

て
、
國
家

の

任
務

を

一
履

積
極
的

に
考
察
す

る
黙

に
於

て
大

に
異

な
れ
い
。

ア

ン
ジ

エ
涙

の
意
見

は
既

に
第

四
節

に
述

べ
だ

る

が
故

に
弦

に
再
述

せ
す
。

而

し
て

ル
・
プ

レ
ー
氏

の
意
見

は
、

人

は
生

れ
乍
ら

に
て
は
不
完
全

の
動
物
な

b
。
既

に
長
じ

て
も
亦
絶

え
ず
過
誤

を
繰

返
す

も
の
な

り
。

故

に
之
を
改

頁
す

る
爲

に
、
換
言
す

れ
ば
此
等
の

不
完

全
な

る
人

々
よ
り
成

れ
る
肚
會

の
改
頁

管
p
.価
♂
.ヨ
①
い。
。
一秒
目①
)
の
爲
に
は
灌
力

(雪
9
。
障
σ
)を
必

要

こ
す
。
諸
権

力

の

中

に
て
最
先

に
依
頼
す

べ
.き
は
自

然
的
権
力
(
岩
荘
o
暮
訟

轟
け5
。
=
ω④
)
に
し

て
、
即

ち
貴
族

(不
幸

に
し
て
佛

國

の

貴
族

は
無
資

格
な
り

)、
大
地

圭

(σq
砂
づ
駐

も
「。
震
菰
巴
「留
)
、
企
業

圭

(唱
p・貯
o
蕊
)
實
際
…の
経
験

に
富
[む
識
"着
(鴇

σq
霧
Y

次

は
地

方
自

治
艦

の
権

力
に
し
て
市
町
村
を
先

ε
し

、
州

縣
を
後

ε
す

、
而
し

て
最
後

に
國
家

は
上
掲

の
諸
権
力

の
及
ば

ざ
る
所

に
向

て
始

め
て
干
渉

し
得

べ
き

も
の

な
り
。

国
家

の
干
渉

の
必
要
は
恰
も
國
民

の
病
的
状
態

を
示

す

も
の
な

れ
ば
、
此

干
渉

の
度
は
即

ち
耐
會
弊

害

の
度
を
示
す

も
の
な
b

ざ
な
す
。

リ

エ
ー
ジ
振

の
国
家

の
任
務

ε
思
考
す
.る
所

は
斯

の
如

き
滑

極
的

の
も
の
に
非
.す

し

て
、
頗

る
積
極

的
な
り
。

其
主

張

に
從

へ
ば
、

国
家

は
肚

會

の
利
幅
を
興

す
爲

に
組
織

せ
ら

れ
た

る
も
の
な
b

。
而
し
て
肚
會
は
其

大
部
分

9



は
勢
働
階
級
よ
り
成
る
、
故
に
國
衆
は
此
階
級
の
爲

に
其
最
も
周
到
な
る
注
意
を
爲
さ
ゴ
る
べ
か
ら
す
、
然
ら
ざ

れ
ば
国
家
は
其
任
務
荒
擁
の
責
を
冤
が
れ
す
。
人
或
は
曰
く
、
国
家
は
其
主
義
ε
し
て
正
義
を
母
重
す

べ
き
も
の

な
り
蓬
、
此
言
は
未
だ
書

さ
繋
る
所
め
b
。
國
家
は
光
跡

に
其
総

て
の
任
務
を
識
す
爲
に
肚
會
の
幸
幅
を
増
進
せ

.
ざ
る

べ
加
ら
す
。
証
し
て
耽
會
の
幸
一服
は
軍
純
に
正
義
の
み
に
從
厩
せ
す
し
て
、
他

の
数
多
の
要
件
就
中
其
大
部

分
を
占
む
る
所

の
労
働
の
諸
要
件

に
從
屡
す
る
も
の
な
り
故
に
国
家
は
勢
働
を
し
て
肚
會
二

般

の
隆
昌
ピ
幸
幅
ε

に
均
霑
同
化
せ
し
む
る
爲
に
、
勢
働

の
保
護
に
就
て
干
渉
す
る
を
要
す

ε
い
ふ
に
在
り
。

む

む

む

む

第
二

就
會
改
頁

に
關
し
て
は
、
此
涙
は
過
度
な

る
自
由
及
び
個
人
主
義
の
弊
害
を
指
摘
し
、
之
を
矯
正
す

る

爲

に
は
、
羅
馬
敏
會
及
び
基
督
的
慈
善
事
業
の
扶
披

を
徴
り
、
賢
明
穏
健
且
進
歩
的
な
る
国
家
法
律
の
保
護
に
依.

b
個
人
並

に
自
治
團
臓
の
獲
起

に
待
た
ざ
る
べ
か
ら
す
ε
思
考
す
。
千
八
百
八
十
七
年
の
リ

エ
ー
ジ
會
議
に
於
て

高
僧

コ
8
げ
臼

が
述

π
る
所
は
恰
も
此
振
の
意
見
を
代
表
す
、
曰
く

『
祉
會
問
題
は
基
督
漱
的
道
徳
に
從
ひ
、
正

義
及
び
慈
善

の
法
則

に
從
ひ
、
企
業
主
ご
勢
働
者

ε
の
間

の
關
係
を
規
律
す

る
に
在
り
.,,・.・我
肚
會
及
び
我
宗
激

の
將
來
は
、

一
に
繋
り
て
此
問
題
及
び
其
解
決

に
存
す
。
此
吐
會
問
題
を
解
決
す
る
爲
に
は
企
業
圭
ε
勢
働
者

ご

の
間
の
協
調
を
必
要
ε
す
れ
こ
も
、
此
善
良
な
る
理
解
の
外

に
、
企
業
主
ご
勢
働
者

ご
の
關
係
を
正
直
に
且
衡
雫

ロ

む

む

つ

　

に
規
律
す

る
所

の
肚
會

的
立
法

(菰
阻
・・一鑑

8

㎝8
霞
。
)
を
必
要

蓬
す
」

ε
。

む

　

　

　

む

.

第
三

實

際

の
締

結
即

ち
解
決

に
關

し
で

は
同

じ

リ

エ
ー
ジ
涙

に
騒
す

る
人

々
の
中

に
も
種

々
異
な

れ
る
方
案

論

叢

加
持
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

冒

第
+
六
巻

(第
三
號

三
三
)

四
五
七
、

1)GideetRist581et58z.;Antoine,P.270.LaCivit査,18gL



」

`

旨

論

叢

加
持
ヵ
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
†
六
巻

(第
三
號

三
四
)

四
五
入

を
有
す

る
者
め
れ
こ
も
、
概
し
て
次
に
禍
ぐ
る
藪
項
に
同
意
す
る
も
の
の
如
し
。

1
企
業
主
ξ
勢
働
者

ε
の
問

の
關
係
を
調
和
す
る
最
長
方
法
の

一
ε
し
て
、
往
昔
行
は
れ
た
る
同
業
組
合
(8
脱

(
℃
。
『昌
9
こ
を
復
興
す

る
こ
ざ
。
但
し
其
曾
て
脛
験
せ
る
歓
黙
を
排
除
し
て
、
現
代
の
事
情
に
適
合
せ

し

む

る

こ

軍
oラ2

國
家
は
株
式
會
肚
に
謝
し
適
當
な

る
制
限
法
を
設
け
て
、
其
小
企
業
を
歴
押
し
、
猫
占
射
利
盆
を
壟
断
す

る

(
の
弊
を
除
く
可
き
こ
.し
。

ラ3
職
業
者
の
組
合
即
ち
企
業
者
組
合
、
勢
働
者
組
合
等
を
保
護
す

る
法
径
を
制
定
し
、
勢
働
紛
議
仲
裁
の
機
関

(
を
常
設
す

る
こ
ε
。

"

4
勢
働
者
を
し
て
清
廉
質
素
な
る
生
計
を
維
持
す
る
に
足
る
丈

の
最
低
賃
金
を
公
共
的
規
約

に
由
り
て
定
む
る

こ
ε
。
及
び
各
職
業
に
就
て
標
準
賃
金
を
定
む
る
こ
ご
。

ラ5
勢
働
時
間

の
最
大
限
を
定

む

る

こ

ご
。
及
び
職
業
組
合
に
於
て
勢
働

の
標
準
時
間
を
定
む
る
こ
ε
。

X6
企
業
主
を
し
て
其
當
然
の
義
務

ご
し
て
、
勢
働
者
の
不
慮
の
災
害

に
劃
す

る
保
険
資
金
庫
を
設
け
し
む
る
こ

㍉

比
企
懐

企
業
圭
の
側
鼻

響

の
響

よ
り
昏
々
畏

の
委
員
を
出
し
て
鐘

せ
し
む
る
こ
`
・
政
府
は

勢
働
者
の
疾
病
老
年
及
び
失
業
に
謝
す
る
強
制
保
険
の
制
度
を
設
く

べ
き
こ
ご
。

ラ7
婦
女
は
其
年
齢
の
如
何
に
拘
は
ら
す
、
之
を
鑛
坑

に
雇
便
す
る
を
絶
対
に
禁
止
す
る
こ
ε
。
婦
女
及
び
十
八

(

`

■



,

年
以
下
の
少
年

の
夜
業
を
禁
ず
る
こ
ご
。
産
婦
の
勢
働
は
牙
娩
後

一
定
の
期
間
之
を
禁
止
す
る
こ
ご
。

ラ8
日
曜
日
の
墜
働
の
法
律
的
禁
止
。

(

「

七

以
上
叙
述
す
る
所
を
以
て
余
が
前
面
節
に
述

べ
た
る
所

ε
醤
照
す
れ
ば
、
リ

エ
ー
ジ
涙
が
ア
ソ

ジ

エ
涙

叉
は

ル
、
プ

レ
ー
派
よ
り
は
国
家
の
肚
曾
改
頁
に
封
ず

る
任
務
を

一
層
重
要
視
し
。
肚
會
改
頁
に
向

て

一
層
多
大
な
る

積
極
的
施
設
を
要
求
す
る
も
の
な
る
を
知
る
。
撚
れ
こ
も
之
を
要
す

る
に
、
此
三
派
に
共
通
の
理
想
は
肚
會
的
病

弊
を
救
治
す

べ
き
根
本
的
要
素
は
宗
敏
及
び
道
徳
に
在
り
ε
思
考
し
、
而
し
て
保
守
派
及
び
改
革
派
の
両
者
は
其

加
持
力
砒
會
論
者
な
る
名
徳
の
示
す
如
く
、
羅
馬
加
特
力
激
會
を
首
位
ヒ
撞
き
て
、
國
家

の
権
力
も
諸
職
業
者
の

組
合

の
威
力
も

一
に
加
持
力
敏
の
示
す
所

の
神
注
即
ち
自
然
法
則
に
遣
出
す

べ
き
も
の
な
り
ε
す
。
彼
等
が
加
持

力
激
以
外

に
教
法
な

き
が
如
く
論
断
す

る
は
、
固
よ
り
偏
執
濁
断
の
議
を
免

か
れ
ず
ご
錐
も
、
其
所
騰

の
宗
旨
に

熱
心
忠
實
参
る
は
亦
諒
ご
す
る
に
思

る
も
の
あ
り
。
而
し
て
彼
此
両
派
が
齎
し
く

一
面
に
は
彼
の

マ
ン
チ
ェ
ス
タ

ー
涯
の
個
人
自
由
主
義
の
誤
謬
を
指
摘
し
、
他
面
に
は

マ
ル
ク
ス
や
ラ
ツ
サ
ー
-
〃
等
の
極
端
な
る
砒
會
主
義
革
命

主
義

に
射
し
て
旗
破
堂

々
載
を
交
え
て
、
欧
洲
各
国
の
赤
化
を
防
ぎ
止

め
叉
は
防
ぎ
止
め
つ
つ
あ
る
の
功
績
に
至

り
て
は
之
を
特
筆
大
書
せ
ざ
る
可
か
ら
す
。
今
や
我
国
に
於
て
も
肚
會
問
題
は
日
を
逐
ふ
て
激
甚

て
な
り
、
.一
知

論

叢

加
持
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
+
六
巻

(第
三
號

三
五
)

四
五
九

.▲



論

叢

加
精
力
教
の
肚
會
論
者
に
就
て

第
十
六
谷

(第
三
號

三
六
)

四
六
Q

半
解
の
徒
叉
は
費
名
の
輩
我
国
の
歴
史
慣
例
を
無
視
し
、
我
国
膿
及
び
家
族
制
度
の
世
界

に
冠
た
る
所
め
る
を
忘

れ
て
、
.徒
ら

に
欧
米
赤
紙
の
僻
論
邪
説

に
.心
酔
し
、
過
激

の
筆
舌
を
弄
し
て
多
数
無
辜
な
る
勢
働
階
級
を
煽
動
す

.

る
者
旧
に
月
に
其
藪
を
増

し
っ
っ
あ
り
。
斯

の
如

き
塒
に
方
り
て
學
者
が
穏
健
中
正

の
言
説
を
公
に
す
る
の
要
あ

る
は
固
よ
り
論
な
し
ざ
難

も
、
肚
會
に
大
潜
勢
力
を
有
す
る
宗
敏
各
振
、
特

に
佛
激
各
派
が
奮
て
肚
會
問
題
の
研

究
及
び
解
決

の
運
動
に
審
力
せ
ら

る
る

こ
ε
彼
の
欧
洲
に
於
け
る
加
持
力
批
會
論
者

の
如
く
な
ら
ん
に
は
其
救
果

は
必
ず
顕
著
な
る
も
の
あ
る
べ
き
は
余
輩
の
寸
毫
も
疑
を
容
れ
ざ
る
所
な
り
。
・

(完
結
V

●


